
ここ最近、「無期転換ルール」が話題になって

いるのをご存知でしょうか。

無期転換ルールとは労働契約法に定められた、

「有期契約労働者（期間の定めのある労働契約を

結んでいる労働者）」に関するルールです。

注：労働契約には、期間の定めのある契約（有

期労働契約）と定めの無い契約(無期労働契約）

があります。

平成25年4月1日に施行された改正労働契約法に

盛り込まれたルールで、同一使用者との間で平成

２５年４月１日以降に開始した有期契約労働契約

が5年を超える有期労働者がその対象となり、反

復更新されて通算５年を超えた時は、労働者の申

し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換

する、というルールです。 賞与を支払った際には、社会保険の「被保険者

賞与支払届」の手続が必要です。「被保険者賞与

支払届」及び「被保険者賞与支払届総括表」を、

支給日から５日以内に年金事務所等に提出するこ

とになります。なお、賞与支払予定月に、賞与の

支払がなかった場合でも、総括表に「不支給」の

旨を記入し、届け出なければなりませんので忘れ

ずに対応しましょう。

そのため、法改正から5年後の平成30年4月1日

以降、本格的に対象者が出るということで話題に

なっています。

無期転換ルールは、企業に特別な負担（例えば有

期契約労働者へ無期転換への積極的な周知等）を

義務づけているわけではありません。しかしなが

ら、法制度として「無期転換ルール」が存在する

以上、有期契約労働者を雇っている企業は「積極

的に活用した人材戦略を展開する」のか、「最低

限の法律の枠の中で対応すればよいのか」、対応

方針を決めておく必要があります。

次月号では、無期転換ルールの具体的な対応や注

意点について解説をご案内致します。
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前回は、中小企業が直面する５つの課題と人事評

価制度についてご紹介しました。

今回は、「人事評価制度がないとどうなるの？」

「人事評価制度は、給与を決めるためだけのものな

のか？」について考えてみたいと思います。

【１．人事評価制度がないとどうなるの？】

毎年、夏と冬の賞与の時期が近づくとお客様から

こんなご相談を受けます。

「社員が10人、20人と増えてきて、給与や賞与の

決め方がだんだん難しくなってきた。どう考えたら

よいでしょう？」

給与や賞与を決めるのに社員の人数の多い少ない

はあまり関係ないかもしれませんが、経営者の中に

は「人数の少ない頃は、それぞれの動きがよく見え

ていたのでそんなに悩まなかった。」と言う方もい

ます。

人数がだんだん増えてくると、一人一人の行動や

成果をきちんと把握して、評価することが難しく

なってくるのです。そんな状態の時に、人事評価制

度がないと、社員の中には、だんだん以下のような

意見を持つ人がでてくることがあります。

◕「社長は何を見て評価してくれているのな？」

「●年勤めてきたけれど、なんか先が見えたな…」

といった漠然とした不安は、優秀な人材の流出につ

ながることがあります。

◕「この会社に長くいたら、将来はどうなるのか

な？」という自身のキャリアアップや経済的な将来

への不安も人材の流出につながります。

◕「頑張っているのになんで給料が上がらないんだ

ろう？」という評価への疑問や社長が考える頑張り

セミナーの詳細は、ホームページをご覧ください ☞ h t t p : / / w w w . i m c - s r . j p /

と社員の考える頑張りの不一致が生じて会社への不

満がつのることもあるのです。

そして、最近では新卒採用の際に子供の内定先が

有名な企業でなかった場合、学生の相談相手である

親御さんは、その会社にどんな仕組みがあるか等で

判断するそうです。その時に「人事評価制度もない

会社」となるとイメージダウンにつながることもあ

るようです。人事制度は、社員の採用と定着に関

わっているのです。

【２．人事評価制度は、給与を決めるためだけの

ものなのか？】

当社では、人事評価制度を「経営者の求める人物

像を明確化して社員と共有し、望ましい人材へと成

長を促し、会社の業績UPを目指すための仕組み」

と位置付けています。

経営者が社員に求める人間力、行動や成果を評価

項目として明確にし、社員もその項目に従って行動

します。あとは、どれくらい取り組んだのか、成果

はあったかを相互に確認して、評価していくのです。

人を評価するということは、その人に関心を持っ

て良く見ていなければできません。評価される側も

会社が求めるものをよく理解して行動しなければ評

価が上がりません。人事制度の運用を通じて、管理

職は部下をよく見るようになり、部下も会社の方針

をよく理解し行動するようになります。その過程が

人材育成につながっていくと考えます。

中小企業の働き方改革実践セミナー【参加費無料】 ―人事評価制度・クラウド型日報・労働法改正－

■H30年1月30日（火） 第1講「人材育成を促し業績UPを目指す人事評価制度」
◕人事制度がないとどうなる？/◕運用の壁を軽減するクラウド型人事評価システムとは

第2講「クラウド型日報で情報と立場の垣根をなくし、生産性を劇的にUPさせる仕組みを大公開」
◕日報は「報告の仕組み」ではなく「人育ての仕組み」 など

■H30年1月31日（水） 第1講「人材育成を促し業績UPを目指す人事評価制度」＊上記、1月30日と同じ内容です。
第2講「H29,30 年労働法改正対策」

◕改正 育児介護休業法 ◕有期契約労働者の無期転換ルールへの対応 など


